




中長期労働災害防止推進計画について 

 

1. 第 12 次労働災害防止推進計画の結果（速報値） 

 平成 29 年は、第 12 次労働災害防止推進計画（以降、12 次防という）の

最終年でした。平成 24 年を基準年とし、翌 25 年から 5年間を計画期間とし

て、最終年となる平成 29 年に死亡災害を 0 件とすること及び労働災害（休

業 4 日以上）を 15％削減するという目標に向けて取り組んだところ、次の

とおりの結果（速報値）となりました。 

（1） 死亡災害 

 死亡災害は、平成 25 年以降、1件から 4 件で推移していたものの、平

成 29 年は 0件となり、12 次防の目標（最終年に死亡災害を 0件とする）

を達成する見込みです。 

（図 1 平成 24 年以降の死亡災害の推移） 単位：件 

  

（2） 労働災害（休業 4日以上） 

 平成 25 年以降、労働災害（休業 4 日以上）は、各年目標数値を上回

る状況が続いており、平成 29 年も 2 月末速報値で 314 件と、12 次防目

標数値（289 件）を上回って目標達成に至りませんでした。 

（図 2 平成 24 年以降の労働災害の推移） 単位：件 
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（3） 業種別の労働災害発生状況 

 2月末速報値を基にした12次防目標値に対する各重点業種の増減率は

次のとおりでした。 

 建設業、社会福祉施設、飲食店については、目標数値の範囲内であっ

たものの、製造業、陸上貨物運送業、小売業は目標数値を上回りました。

特に製造業、小売業では、目標値を大幅に上回っているほか、基準年と

した平成 24 年当時からの減少すら図られず、これが業種全体の災害件

数を押し上げた原因の一つと考えられます。 

（表 1 重点業種別の災害発生状況） 

 12 次防 

目標値 

平成 29 年 

（2月末速報値） 

増減率        

（2月末速報値比較） 

全体 289 314 ＋25 件 ＋8.7％ 

製造業 40 54 ＋14 件 ＋35.0％ 

(食料品製造業) 14 11 △3 件 △1.4％ 

建設業 45 33 △12 件 △26.7％ 

陸上貨物運送業 24 27 ＋3 件 ＋12.5％ 

小売業 28 36 ＋8 件 ＋28.6％ 

社会福祉施設 24 16 △8 件 △33.3％ 

飲食店 15 11 △4 件 △26.7％ 

 

2. 第 13 次労働災害防止推進計画の策定について 

 上述の12次防の結果を踏まえ、厚生労働省では、平成29年を基準年とし、

翌 30 年から 5 年間を計画期間とする第 13 次労働災害防止推進計画（以降、

13 次防という）を策定しました。 

 神奈川労働局及び当署では、厚生労働省の 13 次防を踏まえ、次の重点事

項を基本とし、地域特有の問題を加味した局署版 13 次防を策定しますので、

今後も労働災害防止に向けた積極的な活動をお願いいたします。 

（1） 死亡災害の撲滅を目指した対策の推進 

（2） 過労死等の防止等の労働者の健康確保対策の推進 

（3） 就業構造の変化及び働き方の多様化に対応した対策の推進 

（4） 疾病を抱える労働者の健康確保対策の推進 

（5） 化学物質等による健康障害防止対策の推進 

（6） 企業・業界単位での安全衛生の取組の強化 

（7） 安全衛生管理組織の強化及び人材育成の推進 

（8） 国民全体の安全・健康意識の高揚等 

 










